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総務県民生活委員会における審査経過の概要につ
いて、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、第82号議案の
１件であります。
以下、この議案に関して行われた主な論議につい
て申し上げます。
「今回の条例改正により、今年度の県税収入への
影響額は、どの程度見込まれるのか。また、令和３
年度当初予算の県税収入には、その影響額を反映し
ているのか」との質疑に対し、「15億６千万円の減
収を見込んでいる。これは、全て自動車税の環境性
能割に関するもので、環境性能に応じて定める税率
の適用区分の見直しが増収要因となる一方、自家用
乗用車の取得時に税率を１％分軽減することが主な
減収要因となっている。なお、令和３年度当初予算
には、この影響額を反映している。また、税率を軽
減する特例措置の適用期限延長の影響が一番大きい
が、この減収分については、全額国費で補填される
こととなっている」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について
採決いたしましたところ、総員をもって、原案のと
おり承認すべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

福祉保健医療

 委員長報告

委員長　岡　田　静　佳

福祉保健医療委員会における審査経過の概要につ
いて、御報告申し上げます。

総務県民生活

 委員長報告

委員長　横　川　雅　也
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本委員会に付託されました案件は、第83号議案の
１件であります。
以下、この議案に関して行われた主な論議につい
て申し上げます。
まず、「埼玉県立病院機構が定めた中期計画では、
計画期間中に経常収支を均衡させるとしているが、
どのように達成していくのか」との質疑に対し、
「この中期計画は、各病院と病院機構本部が一体と
なって定めたものである。まず、収益については、
経営の効率化を進める中で、新規患者数や手術件数
をどれだけ増やすことができるのか検討した。次に、
費用については、後発医薬品の導入や共同購入対象
品目を拡大するとともに、委託業務に複数年契約や
複合契約など多様な契約手法を取り入れることにも
取り組む。さらに、経常収支の均衡を達成するため
に、地方独立行政法人のメリットである独自性や柔
軟性を生かしつつ、県立病院が持つ人材と設備を最
大限に活用していく」との答弁がありました。
次に、「地方独立行政法人化を機に、合理化や効
率化を理由として、小児科や救急医療などの不採算
医療を中止するなど、県立病院の医療サービスが低
下することはないか。また、新型コロナウイルス感
染症の患者の受入れを拒否することはないか」との
質疑に対し、「県立病院は、高度専門医療を提供す
るとともに、政策医療や不採算医療を行うことが使
命である。地方独立行政法人となっても、県立病院
としての県民に対して果たすべき役割が変わること
はないので、医療サービスが低下することはない。
また、新型コロナウイルス感染症への対応について、
地方独立行政法人化後も災害や公衆衛生上の重大な
危害が生じた事態においては、知事からの要請に応
えしっかりとその役割を果たしていく」との答弁が
ありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について
採決いたしましたところ、総員をもって、原案のと
おり可決すべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
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